
□之津中学校育友会 活動方針

1 基本方針

.1・ 1人 1役・1係 の増神で.自 ら進んで活動に参画する.

●内外を問わす研修会・請習会等へのより多くの参加・出席を目指す。

(011保護者と教師の相互理解と協力のもと.生徒の健全育成に努める_

●会員相互の規睦を深め.地域との融合に努める

2 各部会・ 委員会活動

0理事会

・生徒会このコミュニケーシヨンを図0生徒会活動|こ協力する.

3 市 P連他・ 地域団体活動

|●□之津中学校育友会としての誇りと表Iを持つて.精極的|こ参加→舌動する.

2'地●社会へ感謝の心を持ち.生徒の手本となるような活動を■違する.

②専門委員会

・ ●  化  部 ・

・ 広 報 部・

・ 生活保体31・

・ 給 食 g,・

・会員の研鋒の場であるtl修会・請習会・座談含等の計画・推進に努める.

・育友余活動の記録・広報|こ努め.その為の研修針 請習等|こ参力3する.

また.自らも講習会等の開催に勢める.

・生徒の校外生活やマナーの指導に努め.会員自らも研修・講習を行う.

また.会員の親畦と全員参加型の行事を企画・推進する.

・食育 (綸食を含む)を壼び.家庭ても活用できるように活動・■遭する。

地区部会
・地口との融合を目指し.中学生らしい明るく健全な活動を推進する.

4

③学鮨 学年部会
・生徒と保護者・教師の協調性 (コミユニケーシヨン

"も
れヽあい)と 1出身の鍛錬を目的とした

活動 (行事)をそれそれの学級または学年において行う (学年独自の特色あるものを).


